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１ 計画策定の背景と趣旨 

急速な少子化を背景に、子どもを取り巻く環境が変化する中、社会全体で子ども·子育てを支

援することが重要となっています。このような状況の下、国では「新エンゼルプラン」（平成１１

年）や「次世代育成支援対策推進法」（平成１５年）に基づき、少子化対策や就労等の支援対策を

実施してきたところです。 

 

 室蘭市においては、平成２６年度までを計画期間とした「室蘭市次世代育成支援行動計画」を

策定し、すべての子どもと子育て家庭を対象とした子育て支援施策の方向性や目標を定め、子育

て支援に取り組んできました。 

しかしながら、依然として子どもや子育てを取り巻く環境は厳しく、国は平成２４年８月に「子

ども・子育て関連３法」を成立させ、平成２７年４月から「子ども・子育て支援新制度」が施行

されることとなりました。 

この新制度の施行にあたり、市町村は、「子ども・子育て支援事業計画」を策定し、子ども・子

育て支援給付及び、地域子ども・子育て支援事業を計画的に行うこととされています。 

 

本計画は、こうした国の動向や子育てを取り巻く社会状況に対応し、「室蘭市次世代育成支援行

動計画」を引き継ぎながら、新制度の意義を踏まえ、子ども・子育てに関する施策を、総合的か

つ計画的に推進することを目的として策定するものです。 

 

２ 計画の期間 

本計画は、法の施行の日から５年を１期とし、平成 27年度から平成 31年度までの５年間を

計画期間とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 計画策定にあたって 
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３ 計画の位置づけ 

この計画は、子ども・子育て支援法第６１条第１項に基づき、室蘭市の子どもと子育て家庭を

対象として、室蘭市が今後進めていく施策の方向性や目標等を定めたものです。 

 また、社会全体で子ども・子育て・親育ちを支援していくため、新たな仕組みを構築し、「質の

高い教育・保育の総合的な提供」、「保育の量的拡大・確保」、「地域の子ども・子育て支援の充実」

を目指すものです。 

 策定にあたっては、子ども・子育て支援法をはじめ、上位計画である「室蘭市総合計画」や関

連計画の「室蘭市次世代育成支援行動計画」における、子どもと子育て家庭に関わる施策を踏ま

え、同時に様々な分野の取り組みを総合的かつ計画的に進めるために、整合性を持ったものとし

て定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 計画の策定体制 

本計画の策定にあたっては、子ども・子育て支援法第 77条に定められている「室蘭市子ど

も・子育て会議」を設置し、計画内容、事業運営、施策推進に関する事項についての協議を行

いました。 

 

 

 

 

子ども·子育て関連3法 

◎子ども・子育て支援法 
◎認定こども園法 
◎関連整備法 

■根拠法令 

次世代育成支援行動計画、社会教育振興計画、男女平等参画基本計画、はっぴい室蘭２１、 

障害者支援計画 など         

■関連計画 

整合 

室蘭市子ども·子育て支援事業計画 

■上位計画 

室蘭市総合計画 

整合 

意見 

反映 

調整・連携 運営事務 

室蘭市（計画決定・実行機関） 

室蘭市子ども・子育て会議 

（審議等機関） 

子育て支援担当課 

（事務局機能） 

市民アンケート 

関連団体等からの

意見・要望 

パブリックコメント 

等 

庁内関連部署 

諮問 報告・答申 
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１ 人口・世帯・人口動態等 

（１）人口の推移 
  〇 国勢調査において、室蘭市の人口は昭和45年の162,059人をピークに減少が続いてい

ます。 

〇 子どもと生産年齢人口の割合が減少するとともに、高齢者の割合が増加しており、少子高

齢化が進んでいます。 

       

■年齢３区分別人口                        

 

※人口総数には「不詳」を含むため、内訳を合計しても総数に一致しない。 

資料：国勢調査 

 

■年齢３区分別人口割合                   

 

第２章 室蘭市の現状 

資料：国勢調査 
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（２）自然動態・社会動態 
○ 自然動態（出生－死亡）は、依然としてマイナスで推移しており、人口減少を加速させ

ています。 

○ 社会動態（転入-転出）も、依然としてマイナスで推移しており、人口減少の主な要因と

なってきました。 

 

              

 

資料：住民基本台帳 

 

（３）世帯の状況 
○ 世帯数は減少傾向で、平成12年から10年間で約660世帯減少しています。 

○ 1世帯当たり人員は減少し続け、単身世帯や核家族世帯が増えています。 

○ 核家族世帯のうち、「夫婦と子ども」の割合が若干減少し、「夫婦のみ世帯」や「父親と

子ども」、「母親と子ども」などの「ひとり親世帯」の割合が増加しています。 

 

                     

資料：国勢調査       
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資料：国勢調査 

 

（４）就労の状況 
○ 女性の２０～２４歳の年齢層の労働力率が上昇し、３０歳代で低下、そして４０歳代に

なるとまた上昇する「Ｍ字カーブ」が緩やかになっていますが、依然として結婚、出産、

育児に伴う女性の就労状況は厳しい状況にあります。 

○ 男性は「正規職員・従業員」、女性は「パート・アルバイト・その他」の割合が高くなっ

ています。 

 

 

 
資料：国勢調査 

■核家族世帯の構成比 

■年齢別労働力率（M字カーブ）の推移 
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 資料：国勢調査（平成22年） 

 

 

（５）合計特殊出生率の状況 
○ 合計特殊出生率は、平成18年から若干増加傾向がみられ、平成22年には全国出生率

を上回りました。 

 

 

 

 資料：人口動態統計・市資料より算出 

■従業上の地位別従業者数の割合 

■合計特殊出生率の推移 
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（６）将来の人口推計 

 〇 室蘭市の人口は、今後も減少を続け、平成37年には7万人台、平成47年には6万人台

になると推計されています。 

  〇 年少人口の割合は上昇せず、高齢者人口の割合は、人口の３分の１を超える高い数値で推

移すると見込まれています。 

                 

 

 

資料：国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（平成25年3月推計）』 

 

 

資料：国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（平成25年3月推計）』 

 

 

■年齢3区分別人口の将来推計 

■年齢3区分別人口割合の将来推計 
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（７）計画期間の児童数の推計 

〇 国が示す手引きに従い、計画期間中の児童数について、平成22年から平成26年の1歳

年齢ごと男女別人口を基に、コーホート変化率法で推計しました。 

※ コーホート変化率法とは  

コーホート（年齢の同じ人の集まり）ごとの5年間の人口増減から変化率を求め、その率が将来

も大きく変化しないものと推計し、将来人口を算定する方法です。 

今回のように推計するものが比較的近い将来の人口であり、変化率の基礎となる近い過去に特殊

な人口変動がなく、また推計対象となる近い将来にも特殊な人口変動が予想されない場合は、比較

的簡便なこの方法を用います。 

 

〇 児童数は、今後も減少傾向が続き、平成２７年から平成３１年までに約1,000人の減少と

推計され、就学前児童・就学児童ともに約500人ずつの減少が見込まれます。 
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２ 教育・保育施設の状況 

（１）利用児童数の推移 
○ 認可保育所の利用児童数は約 900人前後、幼稚園の利用児童数は約 1,100～1,200

人前後で推移しています。 

○ 全体では、平成16年から平成2６年までに利用児童数が約100人減少していますが、

幼稚園の減少が大きくなってきています。 

 

 

資料：子育て支援課・学校基本調査 

 

（２）認可保育所の利用状況 
○ 利用児童数は、平成16年からほぼ横ばいですが、3歳未満児の利用割合が高くなって

きています。 

○ 定員数は、平成16年の840人から、平成25年に925人まで増加しています。平成

26年の定員数925人に対する利用児童数は934人であり、定員を上回っている状態

です。 

 

 

資料：子育て支援課 

■認可保育所・幼稚園の利用児童数の推移 

■認可保育所の定員数、利用児童数、3歳未満児割合の推移（各年４月１日現在） 
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（３）幼稚園の利用状況 
○ 利用児童数は、平成16年以降、若干の減少傾向にあります。 

○ 定員数は、平成16年の2,060人から、平成2４年には1,680人まで減少しています。

平成 26年の定員に対する利用児童数は 1,098人であり、定員の 65.４％の利用にと

どまっています。 

 

                

 

資料：学校基本調査 

 

 

（４）認可外保育施設の利用状況 
認可外保育施設とは、保育を行うことを目的とする施設ですが、児童福祉法上の保育

所に該当しない保育施設のことで、都道府県知事への届け出が必要です。 

 

◆ 事業所内保育所（平成26年4月1日現在） 

企業や病院などにおいて、その従業員の乳幼児の保育を目的として設置する施設 

【施設数】７か所（すべて病院内保育施設） 

【利用児童数】195人 

（0歳 12人、1・2歳 104人、3歳 32人 4歳以上 47人） 

 

◆ その他の保育施設（平成26年4月1日現在）  

事業所内保育所以外の認可外保育施設 

【施設数】4か所（うち、1か所は平成26年度末閉園予定、 

1か所はベビーホテル） 

【利用児童数】51人 

（0歳 2人、1・2歳 17人、3歳 6人 4歳以上 26人） 

 

■幼稚園の定員数、利用児童数の推移（各年５月１日現在） 
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３ 室蘭市の主な子育て支援施策の現状 

（１）地域子育て支援拠点事業 
公共施設や保育所等、地域の身近な場所で、子育て中の親子交流・育児相談等を行う

事業。 

（平成25年度実績）  

   【実施施設】3か所（子育て相談ふれあいセンター（中島保育所内）、 

子育て支援センター「らんらん」（常盤保育所内）、 

つどいの広場「サンキッズ」） 

【利用者数】延べ9,949人 

 

（２）妊婦健康診査事業 

妊娠中の母親の健康状態やおなかの赤ちゃんの発育状況などを定期的に確認するため、

基本健診14回、超音波検査4回を公費負担する事業。 

（平成25年度実績）  

   【実利用者数】578人 

 

（３）乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 
生後4か月までの乳幼児がいる家庭を助産師または保健師が訪問し、さまざまな不安

や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供を行うとともに、親子の心身の状況や養育

環境を把握し、助言等を行う事業。 

（平成25年度実績）  

   【家庭訪問件数】560件（訪問率：98.2％） 

 

（４）養育支援訪問事業 
児童の養育について支援が必要でありながら、積極的に支援を求められない状況にあ

る家庭に対し、過重な負担がかかる前に、訪問による専門的な指導や育児・家事支援等

を行う事業。 

◆ 育児支援訪問（平成25年度実績）  

   【実訪問件数】402件 

◆ 産前産後ママヘルパー派遣（平成25年度実績）  

   【実利用者数】9人   
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（５）子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ） 
◆ ショートステイ 

保護者の病気や出産、家族の介護、冠婚葬祭等のため、家庭において児童の養育が

困難になった場合、児童養護施設または乳児院において子どもを一定期間（原則とし

て７日以内）一時的に預かる事業。 

（平成25年度実績）   

   【実施施設】1か所（児童養護施設「わかすぎ学園」） 

【利用者数】延べ７５人（18歳未満） 

 

◆ トワイライトステイ 

保護者が仕事やその他の理由により平日の夜間または休日に不在となり、家庭にお

いて児童の養育が困難になった場合に、児童養護施設において子どもを一時的に預か

る事業。 

  本市では、トワイライトステイ事業は実施していません。 

 

（６）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 
子育ての手助けがほしい人（依頼会員）、子育てのお手伝いをしたい人（提供会員）、

両方を兼ねる人（両方会員）に会員登録いただき、子育てサポートの相互援助活動を行

う事業。 

本市では、子育て援助活動支援事業は実施しておりません。 

※ 市内では同様の事業として、社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会が「子育てレン 

ジャー」、公益社団法人室蘭市シルバー人材センターが育児サポートを行っていま 

す。 

 

（７）一時預かり事業 

保護者の就労や求職活動、病気やけが、出産、介護、冠婚葬祭、リフレッシュ等によ

り一時的に家庭での保育が困難になった場合に、幼稚園や保育所に預けることができる

事業。 

◆ 私立幼稚園の実施状況（平成25年度実績）  

   【実施施設】11か所 

【利用者数】延べ29,243人 

◆ 認可保育所の実施状況（平成25年度実績）  

   【実施施設】３か所（私立2か所、公立1か所） 

【利用者数】延べ4,045人 
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（８）時間外保育事業（延長保育・休日保育） 
通常の開所時間（11時間）を超えて、さらに延長して保育を行ったり（延長保育）、

日曜日・祝日にも保育を行う（休日保育）事業。 

◆ 延長保育の実施状況（平成25年度実績）  

   【実施施設】10か所（私立８か所、公立２か所） 

【利用者数】延べ3,540人 

◆ 休日保育の実施状況（平成25年度実績）  

   【実施施設】2か所（常盤保育所、中島保育所） 

【利用者数】延べ707人 

 

（９）病児・病後児保育事業 
病気または病気の回復期にある乳幼児や児童について、病院・保育所等に付設された

専用スペース等で一時的に保育を行う事業。 

◆ 自園型病児保育の実施状況（平成25年度実績）  

   【実施施設】3か所（すべて私立保育所） 

【利用者数】延べ631人 

◆ 病後児保育の実施状況（平成25年度実績）  

   【実施施設】1か所 

【利用者数】延べ4人 

 ※平成25年度末で事業廃止 

 

（10）放課後児童健全育成事業 
従来の児童館等と小学校内施設を活用（児童クラブ等）し、留守家庭児童に加え、希

望する児童を対象に、放課後等における児童の安全・安心な居場所の確保と遊び・学習・

各種体験活動の場を提供する事業。 

（平成25年度実績）  

   【実施施設】18か所（児童クラブ 5か所、スクール児童館10か所、 

児童センター 3か所） 

【登録児童数】895人 
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４ 今後の課題 

本市における子ども・子育て支援の主要課題として、以下の事が挙げられます。 

 

□幼児期の学校教育・保育の総合的な提供 
○ 現在は、保護者の就労等にかかわらず、３歳から５歳児の幼児教育を希望する場合は幼稚

園、保護者の就労等により家庭での保育が困難な場合は保育所、といったように保護者の就

労状況や家庭の事情によって利用できる施設が異なっています。 

新制度においては、保護者の就労状況や家庭の状況その他の事情にかかわらず、すべての

子どもが質の高い教育・保育を受けられる環境を整備することが求められています。 

 

○ 国においては、認定こども園の普及促進を念頭に、幼稚園教諭免許と保育士資格の両方を

保有する「保育教諭」の確保に向けた取り組みが進められています。 

本市においても、教育と保育を一体的に担う人材の確保を推進するとともに、継続的な研

修等を通じて、資質の向上を図ることが必要となります。 

 

○ 幼児期における集団生活は、子どもたちの思いやりや優しさ、規範意識などを育む上で、

非常に重要な意味を持ちますが、少子化の進行により兄弟姉妹の数が減少する中、家庭や地

域において他の子どもと関わる機会が減少しています。 

   そうした中、幼稚園や保育所などの教育・保育施設における集団教育・保育の持つ意義は、

ますます高まっていることから、各施設において同年齢や異年齢の子どもが主体的に関わり

合う機会を確保することが重要です。 

 

○ 新制度においては、発達障害を含む障害のある子ども等、特別な支援を要する子どもに対

する教育・保育事業の適切な提供が求められています。 

   現在、幼稚園においては特別支援教育を、保育所においては統合保育の中で障害や発達上

に課題のある子どもへの保育を提供していますが、それらについては引き続き質の向上を図

ることが必要とされています。 

 

□地域のニーズに応じた多様な子育て支援の充実 
○ 新制度においては、必要とされる子ども・子育て支援の事業量の計画を策定し、必要量を

確保していくこととされています。量の見込みを踏まえて、地域子ども・子育て支援事業に

ついてのサービスを確保していくことが求められます。 

 

○ 保育所等における定期的な保育の利用のみでなく、一時預かりや身近な地域での子育て支

援サービスにも適切に対応し、子どもや子育て家庭を支援することが求められています。 
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□家庭・地域の子育て支援の充実 
○ 子どもの健やかな育ちを保障するためには、父母その他の保護者が就労の有無にかかわら

ず、子どもと積極的に関わり、協力し合いながら、子育てに関する責任と役割を果たしてい

くことが重要です。 

そのためには、各企業・事業所において育児休業制度の適切な運用や勤務時間の見直し、  

育児への理解促進など、男女を問わず、働きながらでも子育てに向き合うことができる環境

を整備していくことが求められます。 

また、こうした問題は小学校就学前に限らず、低学年を中心とする学童期においても課題

になっていることから、妊娠・出産期から学童期までの切れ目のない支援をしていくことが

必要です。 

 

○ 核家族化やコミュニティ意識の希薄化に伴い、子育て家庭が地域の中で孤立し、育児疲れ

などから児童虐待へと発展するケースが発生しています。 

こうした問題を未然に防止するためには、妊娠・出産期から第三者が積極的に関わり、そ

れぞれの家庭に応じた継続的な相談・支援を行うことが重要です。 

また、児童相談所の権限や専門性を要する場合には、遅滞なく支援を求めることが重要で

あり、関係機関とのさらなる連携強化が必要とされます。 

 

○ 本市においては、様々な子ども・子育て支援事業を実施していますが、育児に追われる中

で子育て支援に関する十分な情報を得られず、そのことにより育児不安や育児疲れなど深刻

化するケースも想定されます。 

こうした事態を未然に防ぐため、新制度においては、利用者支援事業や地域子育て支援拠

点事業、子育て家庭の訪問等による相談事業などを通じて、保護者に対する、よりきめ細か

な情報提供を行うことが求められています。 

 

○ 新制度においては、幼稚園や保育所から小学校への円滑な接続に向けた支援の充実を図る

ことが求められています。 

本市においても、幼児期と学童期でカリキュラムが異なることを踏まえた接続期の支援や、

学童保育施設の整備などが必要とされています。 
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１ 基本理念 

  子どもの利益が最大限尊重され、子どもが健やかに育まれるとともに、すべての人が安心し

てゆとりを持って子どもを産み育てることができるよう、子育てを社会全体で支えるまちを、

室蘭市の子ども·子育て支援事業の目指す方向性として、次の基本理念を定めます。 

 

仮称 「つながりと支え合いで子どもを育み、笑顔があふれるまち むろらん」 

 

２ 基本的視点 

 基本理念に沿って、次の視点に立ち、子ども・子育て支援施策を進めていきます。 

 

（１）すべての子どもが健やかに成長していく社会の形成 

子どもの育ちにおいては、おおむね１歳までの乳児期は、保護者との親密なやりとりを通し

て情緒の安定や他者への信頼感が醸成され、身体面でも著しく発達する重要な時期です。 

また、おおむね３歳に達するまでの幼児期は、基本的生活習慣を身につけ、自立へと向かう

とともに身体機能や運動機能が著しく発達する重要な時期であり、子どもは情緒的な安定の中

で自発的に活動し、徐々に人間関係を広げて社会性を身につけ始めます。おおむね３歳以上の

幼児期は、遊びを中心とした生活の中で特に身体感覚を通して豊かな感性を養い、好奇心・探

究心・思考力が培われ、自我や主体性が芽生える重要な時期です。さらに、小学校就学後の学

童期は、乳幼児期で培われた力を土台とし、調和のとれた発達を図る重要な時期で、特に自立

意識や他者理解等の社会性が発達し、心身の成長と変化も著しい時期です。 

こうした、子どもの発達段階に応じた育ちの状況や一人ひとりの個性を踏まえ、それぞれの

子どもにとって適切で質の高い環境を確保し、すべての子どもが健やかに成長していく社会を

目指します。 

 

（２）子育てに喜びや生きがいを感じられる社会の形成 

少子高齢化や核家族化の進展、地域のつながりの希薄化、共働き家庭や非正規雇用割合の増

加など、親や家庭をとりまく状況も変化している中で、誰もが安心して子どもを育て、次代を

担う子どもたちを健やかに育み、自立して社会に巣立たせることへの誇りを持つことができる

よう、親に対する子育て支援を行うことが求められています。 

母親も父親も、子育てに喜びや生きがいを感じ、子どもと向き合いながら、親として成長で

きるよう、子育て中の親の気持ちを社会全体で受け止め、良い親子関係を形成していくことで、

子どものより良い育ちを実現していくことを目指します。また、家庭における子育ての負担や

第３章 計画の基本的な考え方 
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不安・孤立感を和らげるために、妊娠・出産期から切れ目のない支援を行います。 

 

（３）すべての人が子どもや子育てを理解し支え合う社会の形成 

行政をはじめ、家庭を中心に学校等・地域・企業その他、社会を構成するすべての人々が、 

子ども・子育て支援に対する関心や理解を深め、相互に密接に連携し、社会全体で子育てを支

える体制づくりが重要となります。 

行政は、子ども・子育て支援のための施策を質・量ともに充実させ、また特別に支援が必要

な親子等について支えていく必要があります。 

学校・幼稚園・保育所等、子どもの教育・保育を行う施設については、子どもと教育・保育

者等にとって、子どもの育成にふさわしい、安全で健全な環境となるよう努めることが大切で

す。 

地域では、地域団体や地域における子ども・子育て支援施設等を核として、地域が親を支え、

地域コミュニティの中で、親が親同士や地域の人々とのつながりを持ち、安心感や充実感を持

って子育てができる社会を目指します。 

企業にも、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、男女共に子育てしながらでも働きや

すい環境づくりに取り組むことが求められています。 

このように、社会の構成員それぞれが自分の役割を果たすことで、家庭を築き、子どもを産

み育てたいと思う人々の希望がかなえられ、すべての子どもが健やかに成長できる社会を目指

します。 

 

３ 基本目標  

子どもの育ちと子育てをめぐる環境を踏まえ、それぞれの視点で、以下の目標に沿って子ど

も・子育て支援を推進します。 

 

（１）就学前における教育・保育事業の充実 

保護者の就労状況等に関わらず、すべての子ども・子育て家庭へ質の高い幼児期の教育・保 

育を提供するとともに、すべての子育て家庭が孤立することなく、安心して子どもを育てられ

るように、地域で支える子育て支援の充実を図ります。 

  

（２）子どもが健やかに育つ環境づくり 

すべての家庭が安心して子どもを産み育てられるように、保健、医療、福祉などさまざまな

分野が連携し、保護者と子どもの健康の確保を図るとともに、子どもの心身の健やかな成長を

支援するため、それぞれの発達状況に応じた取り組みを推進します。 
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（３）地域における子育て支援の充実 

子どもを産みたい人が安心して産み育てられるよう、地域の実状に即したニーズに対応し、 

妊娠・出産期、乳幼児期、学齢期など、子どもと子育て家庭のライフステージに沿って、切れ

目のないきめ細かな支援を図ります。 

また、すべての子どもが健やかに成長できるように、児童虐待防止に向けた体制を強化する

とともに、いじめや不登校など、心のケアを必要とする子どもに対する相談体制の充実を図り

ます。さらに、ひとり親家庭をはじめ、さまざまな状況にある子どもや家庭に対して支援する

体制を整備します。 

 

（４）ワーク・ライフ・バランスの推進 

すべての子育て家庭が多様なライフスタイルに合わせて働きながら、安心して子育てができ 

るように、事業者、家庭、地域などさまざまな分野が連携し、仕事と家庭の両立支援、ワーク・

ライフ・バランスの推進を図ります。 

また、性別役割分担意識の固定観念の解消を図るとともに、女性が働きやすく、男女が協力 

 して家庭を築き子どもを育てる環境づくりを推進します。 

 

（５）社会の構成員が果たす役割と子どもが健やかに育つ環境づくり 

本計画が目指す姿を実現するためには、父母その他の保護者が子育てについての第一義的

責任を有していることを前提としつつ、社会のあらゆる分野の構成員が、すべての子どもが

健やかに成長できる社会を目指すという社会全体の目的を共有し、子どもの育ち及び子ども・ 

子育て支援の重要性に対する関心と理解を深め、各々の役割を果たしながら、子どもが健や

かに育つ環境づくりを推進します。 
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４ 施策の体系  

室蘭市次世代育成支援行動計画（後期計画）を引き継ぎながら、新制度の意義を踏まえ、子ど

も・子育て支援の施策について、次のように方向性をまとめます。 

 

 

基本目標 施策の柱 

①就学前に 
おける教 
育・保育 
事業の充 
実 

► 子ども・子育て支援に係る体制強化 

► 就学前における教育・保育環境の充実 

► 教育・保育に関わる職員の資質向上 

► 小学校への円滑な接続の支援 

②子どもが 
健やかに 
育つ環境 
づくり 

► 子育てに伴う経済的負担の軽減 

► 妊娠・出産期における切れ目のない支援 

► 母と子の健康の確保 

 

③地域にお 
ける子育 
て支援の 
充実 

► 子育てに関する相談・支援体制の充実 

► 不定期な保育サービスの拡充 

► きめ細かな支援を要する家庭への対応 

④ワーク・ 
 ライフ・ 
バランス 
の推進 

► 子育てと仕事や社会活動の両立支援 

⑤社会の構 
成員が果 
たす役割 
と子ども 
が健やか 
に育つ環 
境づくり 

► 安心・安全な遊び場の提供 

► 子どもを守る安心なまちづくり 

 

 

 

 

 

つ
な
が
り
と
支

え
合

い
で
子

ど
も
を

育
み

、
笑
顔

が
あ
ふ
れ
る
ま
ち 

む
ろ

ら
ん 

基本的視点 

すべての

子どもが

健やかに

成長して

いく社会

の形成 

子育てに

喜びや生

きがいを

感じられ

る社会の

形成 

すべての

人が子育

てを理解

し支え合

う社会の

形成 

基本 

理念 
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【主な取り組みの内容】 

① 就学前における教育・保育事業の充実 

小学校就学前における質の高い教育・保育を提供・拡充するため、教育・保育施設の整備や教育・

保育に携わる職員の資質向上に取り組むとともに、小学校への円滑な接続を支援します。 

施策の柱 主な取り組み 取り組みの概要 

子ども・子育て支援 

に係る体制強化 

子ども・子育て支援事

業計画の推進 

子ども・子育て支援事業を計画的に推進するため、事

業計画の進捗状況を把握・評価・見直し 

子ども・子育て会議の

開催 
多様な主体が参画する審議会を開催 

就学前における教育 

・保育環境の充実 

認定こども園の普及

促進 

改正認定こども園法の趣旨を踏まえ、事業者の移行に

応じて情報提供を実施 

教育・保育施設等の食

育の推進 

健康な生活の基本としての食を営む力を育成するた

め、各教育・保育施設等における食育の取り組みの推

進 

教育・保育施設等にお

ける健康診断の実施 

子どもの状態を適切に把握するため、教育・保育施設

等における健康診断を実施 

教育・保育施設等の適

正運営の指導 

教育・保育施設等の適正な運営を確保するため指導監

査を実施 

特別支援教育・障害児

保育の充実 

教育・保育施設における特別な支援を要する子どもや

障がいのある子どもの受け入れ体制の強化を実施 

保育所等訪問支援の

実施 

障がいのある子どもへの保育所等の施設における集団

生活への適応のための専門的な支援等を実施 

教育・保育に関わる 

職員の資質向上 

職員に対する研修の

実施 

教育・保育に係る職員の専門性向上を図るため、継続

的な研修を実施 

地域の保育事業者に

対する研修の実施 

「地域保育業務従事者研修会」など資質向上を図るた

め研修会を実施 

小学校への円滑な接

続の支援 

放課後児童対策の 

充実 

保護者が就労等により昼間家庭にいない場合などに、

指導員の下、小学生に放課後の生活の場を提供するほ

か、放課後に地域の方々の協力を得て、学習・スポー

ツ・文化活動などの体験機会を提供 

放課後等デイサービ

スの推進 

学校の終了後又は休業日において、障がいのある子ど

もへの生活能力の向上のために必要な訓練、社会との

交流の促進等を実施 

特別支援教育連絡会

の開催 

特別な支援を必要とする子どもについて、情報交換な

どを実施 

幼児指導要録・児童保

育要録等の作成・送付 

就学前教育・保育施設において、子ども一人ひとりの

発達の過程や健康の状況などを記録した要録を作成

し、就学先の小学校へ送付 
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施策の柱 主な取り組み 取り組みの概要 

 保幼小連携事業の 

推進 

就学前教育・保育施設と小学校との合同研修や合同行

事などを実施し、連携を推進 

 

 

② 子どもが健やかに育つ環境づくり 

子ども・子育て支援法の趣旨を踏まえた総合的な支援を推進するための体制の強化や子育てに伴

う経済的負担の軽減に取り組みます。 

施策の柱 主な取り組み 取り組みの概要 

子育てに伴う経済的

負担の軽減 

教育・保育給付の支給 
質の高い就学前教育・保育を受けられるよう、支援法

に基づく教育・保育給付を支給 

多子世帯に係る保育

料負担の軽減 

多子世帯の子どもが適切な教育・保育を受けられるよ

う、保育料の負担軽減・無料化を実施 

私立幼稚園における

就園奨励費補助の実

施 

新制度に移行しない幼稚園に通う世帯の経済的負担を

軽減するため、所得に応じた保育料の補助を実施 

実費負担に係る補足

給付 

低所得世帯の負担軽減を図るため、実費徴収を行う教

育・保育施設に係る補足給付を実施 

ひとり親家庭自立支

援給付金の支給 

母子家庭の母や父子家庭の父が、指定された教育訓練

講座を受けたり、指定された資格取得のために修業 

したりした場合に、給付金を支給 

医療費負担の軽減 
子どもやその保護者の健康を確保するため、乳幼児等

やひとり親家庭等に係る医療費を助成 

妊娠・出産期におけ

る切れ目のない支援 

母子健康手帳の交付 
妊娠届け時に、妊婦健診や乳幼児の健康診査、予防接

種の記録ができる母子手帳を交付 

妊婦健康診査事業の

実施 

妊婦や赤ちゃんの健康状態を把握するための健診に係

る受診票を交付 

マタニティ教室の 

実施 

妊婦やその配偶者等に、妊娠・出産・育児に臨む意識

を高めてもらうため、妊娠期に講習会を開催 

乳児家庭全戸訪問事

業の実施 

生後4か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、

育児に関する相談や子育て支援の情報提供を実施 

産前・産後家事育児支

援事業の実施 

産前・産後における母親の負担を軽減するため、家事

や育児をサポートする人材を派遣 

ブックスタート事業

の実施 

親子で本に親しむきっかけづくりを推進するため、生

後4か月の子どもと保護者に読み聞かせを実施し、絵

本などを配付 
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施策の柱 主な取り組み 取り組みの概要 

母と子の健康の確保 

乳幼児健康診査の 

実施 

疾病や障がいの早期発見・早期治療のため、健診によ

り子どもの健康状態を把握 

妊産婦・乳幼児に対す

る健康相談の実施 

妊産婦や乳幼児の健康や育児に関する情報提供や不安

解消のため、保健師などによる健康相談を実施 

母子保健訪問指導等

事業の実施 

訪問依頼のあった妊産婦・新生児および乳幼児健診等

で必要と認められた子どもに対して、訪問指導を実施 

各種予防接種の実施 
感染症の発生・蔓延を防止し、重症化を未然に防止す

るための予防接種を実施 

夜間・休日診療の実施 
夜間や休日における急病に対応するため、夜間・休日

診療を実施 

 

 

③ 地域における子育て支援の充実 

子育てに伴う負担や不安感を解消するため、各家庭の身近な場所で子どもや子育てに関する相

談・支援を受けられる環境を整備するとともに、切れ目のない、きめ細かな取り組みを進めます。 

施策の柱 主な取り組み 取り組みの概要 

子育てに関する相

談・支援体制の充実 

利用者支援事業の 

実施 

保護者が円滑に子ども・子育て支援事業を利用できる

よう、事業の紹介や利用に向けた調整などを実施 

子育て情報の提供 

保護者が子ども・子育て支援に関する情報を収集でき

るよう、民間と連携して子育てガイドやフリーペーパ

ーを発行するほか、広報紙や市ホームページでタイム

リーに情報を提供 

地域子育て拠点施設

の充実 

育児に関する相談や講習を行うほか、子育て関連情報

や交流の場となる拠点の充実 

スクールカウンセ 

ラー・心の教室相談員

の配置 

いじめや不登校などの未然防止や児童生徒の心のケア

を図ることを目的とする専門職員を小中学校に配置 

支援ファイル「すてっ

ぷ」の活用推進 

障がいのある子どもの育ちと支援の内容を正しく共有

し、適切な支援を提供 

不定期な保育サービ

スの拡充 

一時預かり事業の 

実施 

緊急時及び育児疲れ解消等の理由で保育が必要となる

場合に、一時的な子どもの預かりを実施 

延長保育事業の実施 
保護者の就労時間や通勤時間の確保のため、保育所に

おける通常の開所時間を超えて保育を実施 

幼稚園における預か

り保育の実施 

幼稚園利用者のうち、就労等の理由により午後の保育

が必要となった場合、預かり保育を実施 
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施策の柱 主な取り組み 取り組みの概要 

 子育て短期支援事業

の実施 

保護者の疾病等により、子どもの養育が困難となった

場合、児童養護施設等において子どもの預かりを実施 

病児・病後児保育等の

実施 

保育中に発熱等病気になった場合、専用のスペースで

一時的に保育を実施 

ファミリー・サポー

ト・センター事業の実

施 

育児の応援を依頼したい人と育児を応援できる人が会

員として登録し、子育てに関する相互援助を実施 

赤ちゃんの駅の設置 
外出時の授乳やおむつ替えなどの対応が可能な「赤ち

ゃんの駅」の設置を促進 

きめ細かな支援を要

する家庭への対応 

養育支援訪問事業の

実施 

社会的養護を必要とする家庭の養育上の諸問題の解決

や軽減を図るため、継続的な訪問支援を実施 

子どもを守る地域ネ

ットワーク強化事業

の推進 

児童虐待防止に向けた関係機関との連携を強化するた

め、要保護児童対策地域協議会を定期的に開催し、子

どもを守る地域のネットワークを強化 

母子・父子自立支援員

の配置 

ひとり親家庭の自立に向けて、生活や経済的な支援の

情報提供や就労に向けた支援などを行う支援員を配置 

障害児相談支援事業

の推進 

障害児通所支援利用のための障害児支援利用計画を作

成 

児童発達支援の充実 

障がいのある子どもに対して、日常生活における基本

的な動作の指導、知識技能の習得、集団生活への適応

訓練等を実施 

障害福祉サービスの

推進 

障がいのある子どもへの在宅及び外出先でのヘルパー

による介護、施設への短期間の入所等を実施 

 

 

④ ワーク・ライフ・バランスの推進 

総合的な子ども・子育て支援を推進するため、子育てと仕事や社会活動の両立支援に取り組みま

す。 

施策の柱 主な取り組み 取り組みの概要 

子育てと仕事や社会

活動の両立支援 

男女平等参画社会の

推進 

「室蘭市男女平等参画基本計画」に基づき、意識啓発

のため、セミナーの開催や情報誌を発行 

ワーク・ライフ・バラ

ンスの推進 
仕事と子育てを両立するための環境整備・意識啓発 

男性の育児参加の 

促進 
「サンデーパパ」事業や両親講座等を開催 
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⑤ 社会の構成員が果たす役割と子どもが健やかに育つ環境づくり 

子どもや子育てにやさしいまちづくりを推進するため、安心・安全な遊び場所の整備や防犯・交

通安全対策の推進などに取り組みます。 

施策の柱 主な取り組み 取り組みの概要 

安心・安全な遊び場

の提供 

公園施設の整備 安心して安全に遊べる公園整備を推進 

スクール児童館等の

運営 

児童の遊びの場として、児童の健康を増進し、情操を

豊かにするスクール児童館等を運営 

子どもを守る安心な

まちづくり 

地域子ども安全パト

ロールの実施 

関係機関・団体と連携し、地域で子どもの見守りを確

保するための巡回パトロールを実施 

子どもを守る家の 

設置 

緊急時に子どもが逃げ込める「子どもを守る家」の設

置を促進 

通学路における交通

安全体制の充実 
交通安全指導員の配置や交通安全教室を開催 

不審者情報の提供 
不審者に関する情報を学校・地域と連携して提供し、

子どもの安全を確保 
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１ 提供区域の設定 

市町村は、子ども・子育て支援法第61条第2項の規定に基づき、子ども・子育て支援事業計

画を策定するにあたり、保護者や子どもが居宅から容易に移動することができ、質の高い教育・

保育及び子育て支援の提供を受けることができるよう、地理的条件、人口、交通事情その他の社

会的条件、現在の教育・保育の利用状況、教育・保育を提供するための施設の整備の状況、幼児

期の教育と小学校教育との連携・接続などを総合的に勘案して、提供区域を定めることとしてい

ます。 

教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を通じて基本的に共通の区域として設定しますが、

地域子ども・子育て支援事業については、事業ごとに設定します。 

 
 

（１） 教育・保育の提供区域 

本市は、現在、幼稚園・保育所が市内各所に点在し、その地域に居住する児童が利用してい

る一方、白鳥大橋によるサークル都市を形成し、市内どの地域にも車で短時間に移動すること

ができるという地理的条件や交通事情等から、幼稚園が運行する通園バスの利用や、保護者の

通勤経路にある保育所へ通うなど、居住する地域以外の幼稚園・保育所へ通っている児童がい

る現状も認められます。 

そのため、保護者の就労先や施設の利用希望などを考慮すると、地域を細分化して確保方策

を検討するよりも、市全体として確保方策を検討することの方が、保護者ニーズや施設の有効

利用の観点からも最善の方策と考えられます。 

以上のことから、「室蘭市全域を１区域」として設定します。 

 

事業区分 提供区域 考え方 

1号認定（3～5歳） 

市内全域 
教育・保育の提供区域については 

    室蘭市全域を１区域として設定する。 

2号認定（3～5歳） 

3号認定（0歳） 

3号認定（1～2歳） 

 
  

第４章 提供区域の設定及び量の見込みと 

提供体制の確保等 
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（２） 地域子ども・子育て支援事業の提供区域 
各事業における性格から「室蘭市全域」を基本としますが、放課後児童健全育成事業について

は、現在の実施状況を踏まえ、「小学校区」による区域設定とします。 

 

事業区分（11事業） 提供区域 考え方 

① 利用者支援に関する事業 

子どもまたは子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供

及び助言等を行う事業 

市内全域 

現状の提供体
制・利用状況を
踏まえ、市内全
域を１区域と
して設定する。 

② 地域子育て支援拠点事業 

公共施設や保育所等の地域の身近な場所で、乳幼児のいる子育て中

の親子の交流や育児相談、情報提供等を行う事業 

③ 妊婦健康診査事業 

妊婦が定期的に行う健診費用を助成する事業 

④ 乳児家庭全戸訪問事業 

生後4か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に

関する情報提供や養育環境の把握、相談・助言等を行う事業 

（こんにちは赤ちゃん事業） 

⑤ 養育支援訪問事業 

養育支援が特に必要な家庭を訪問して、保護者の育児、家事等の養

育能力を向上させるための支援（相談支援、育児・家事援助等）を

行う事業 

⑥ 子育て短期支援事業 

保護者が、疾病・疲労など身体上・精神上・環境上の理由により児

童の養育が困難となった場合等に、児童養護施設などにおいて養育 
・保護を行う事業 

（ショートステイ・トワイライトステイ） 

⑦ 子育て援助活動支援事業 

児童の預かり等を希望する依頼会員と、援助を行うことを希望する

提供会員との相互援助活動に関する連絡・調整を行う事業 

（ファミリー・サポート・センター事業） 

⑧ 一時預かり事業 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児または

幼児について、保育所その他の場所において、一時的に預かる事業 

⑨ 時間外保育事業 

通常の利用時間以外の時間等において、保育所等で保育を行う事業 

⑩ 病児・病後児保育事業 

病気または病気の回復期にある乳幼児や児童について、病院・保育

所等に付設された専用スペース等で一時的に保育を行う事業 

⑪ 放課後児童健全育成事業 

共働き家庭など留守家庭の小学生に対して、放課後に適切な遊び、

生活の場を提供し、その健全育成を図る事業 

（児童クラブ等） 

小学校区 

※一部、今後の 

学校統合区で

設定 

現状どおり、 
各小学校区を 
基本として実
施する。 
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２ 量の見込みと提供体制の確保策 

（１） 教育・保育の量の見込みと提供体制の確保策 

本計画の作成時期における教育・保育の利用状況などを踏まえ、教育・保育提供区域ごとに

均衡の取れた教育・保育の提供が行えるよう、小学校就学前児童数の推移、教育・保育施設の

配置状況及び地域の実情等を考慮し、認定区分ごとに量の見込みと確保の内容及び実施時期を

設定します。 

 

 

① １号認定（３歳以上、幼稚園等を利用希望） 
■量の見込み 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

必要利用定員総数 982人 958人 911人 885人 848人 

確保の内容 1,680人 1,485人 1,245人 1,245人 1,245人 

 

特定教育・保育施設 0人 470人 685人 685人 685人 

確認を受けない 

幼稚園 
1,680人 1,015人 560人 560人 560人 

過不足 698人 527人 334人 360人 397人 

※必要利用定員総数 ＝ 幼児期の学校教育・保育の量の見込み 

※確認を受けない幼稚園 ＝ 自治体が施設型給付の対象となることを確認する「認定こども園・幼稚園・保

育所」に該当しない、私立幼稚園のこと。 

（私立幼稚園が、新制度の施設型給付を受けるかどうかは各幼稚園の判断に委ねることとなっています。） 

 

 

② ２号認定（３歳以上、保育所等を利用希望） 
■量の見込み 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

必要利用定員総数 548人 548人 548人 548人 548人 

 幼児期の学校教育の 
利用希望が強い 

0人 0人 0人 0人 0人 

上記以外 548人 548人 548人 548人 548人 

確保の内容 573人 653人 773人 773人 773人 

 特定教育・保育施設 573人 653人 773人 773人 773人 

地域型保育事業 0人 0人 0人 0人 0人 

認可外保育施設 0人 0人 0人 0人 0人 

過不足 25人 105人 225人 225人 225人 

※必要利用定員総数 ＝ 幼児期の学校教育・保育の量の見込み 
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③ ３号認定（０歳、保育所等を利用希望） 
■量の見込み 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

必要利用定員総数 51人 51人 51人 51人 51人 

確保の内容 84人 116人 156人 156人 156人 

 特定教育・保育施設 84人 116人 156人 156人 156人 

地域型保育事業 0人 0人 0人 0人 0人 

認可外保育施設 0人 0人 0人 0人 0人 

過不足 33人 65人 105人 105人 105人 

※必要利用定員総数 ＝ 幼児期の学校教育・保育の量の見込み 

 

④ ３号認定（１・２歳、保育所等を利用希望） 
■量の見込み 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

必要利用定員総数 296人 296人 296人 296人 296人 

確保の内容 268人 331人 411人 411人 411人 

 特定教育・保育施設 268人 331人 411人 411人 411人 

地域型保育事業 0人 0人 0人 0人 0人 

認可外保育施設 0人 0人 0人 0人 0人 

過不足 ▲28人 35人 115人 115人 115人 

※必要利用定員総数 ＝ 幼児期の学校教育・保育の量の見込み 

 

平成27年度において若干の不足数となっていますが、2号認定・3号認定における必要利

用定員総数の合計が895人に対し、確保数の合計は925人であることから、対応可能と考え

ています。  
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（２） 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと提供体制の確保策 
国から提示される基本指針等に沿って、「地域子ども・子育て支援事業の量の見込み」を定め、

設定した「量の見込み」に対応するよう、事業ごとに地域子ども・子育て支援事業の確保の内

容及び実施時期を設定します。計画期間における量の見込み、確保の方策は以下のとおりです。 

また、提供体制については、乳幼児期の発達が連続性を有するものであることや、幼児期の

教育が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることに十分留意し、教育・保育施

設及び地域型保育事業を行う者の相互の連携並びに認定こども園、幼稚園及び保育所と小学校

との連携についての基本的考え方を踏まえ、室蘭市におけるこれらの連携を推進します。 

 

 

① 利用者支援事業（平成２７年度からの新規事業） 
子どもや保護者が、幼稚園・保育所での学校教育・保育や一時預かり、放課後児童クラブ等

の地域子育て支援事業の中から適切なものを選択し円滑に利用できるよう、情報提供や相談を

含めた支援を行う事業です。 

[推計対象年齢] 0～5歳 

 

室蘭市では、平成27年度から実施します。 

◎ 量の見込み 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

実施予定か所数 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 
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② 地域子育て支援拠点事業 
公共施設や保育所、公民館等の地域の身近な場所で、 乳幼児のいる子育て中の親子の交流や

育児相談、情報提供等を実施する事業です。 

[推計対象年齢] 0～2歳 

[単位] 延べ利用者数（年間） 

 

室蘭市では、現状に引き続き実施します。 

◎ 実績 

 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

延べ利用者数 － 6,109人 9,242人 11,084人 9,949人 

実施か所数 2か所 2か所 3か所 3か所 3か所 

 

◎ 量の見込み 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

量の見込み 9,019人 8,627人 8,396人 8,111人 7,886人 

確保の方策 3か所 3か所 3か所 3か所 3か所 

 

 

③ 妊婦健康診査事業 
妊婦が定期的に行う健診費用を助成する事業です。 

 

室蘭市では、現状に引き続き実施します。 

◎ 実績 

 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

実利用者数 725人 709人 690人 662人 578人 

 

◎ 量の見込み 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

量の見込み 545人 519人 505人 492人 477人 

確保の方策 545人 519人 505人 492人 477人 

 

実施体制 

・実施場所：全国の医療機関 

・実施体制：北海道内の医療機関 ･･･ 受診票を使用 

北海道外の医療機関 ･･･ 償還払いで対応 

・実施時期：通年 

・検査項目：国が定める基本的な妊婦健康診査項目 
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④ 乳児家庭全戸訪問事業 
生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、さまざまな不安や悩みを聞き、子育て

支援に関する情報提供などを行うとともに、親子の心身の状況や養育環境などの把握や助言を

行い、支援が必要な家庭に対しては適切なサービス提供につなげるものであり、この訪問を、

乳児のいる家庭と地域社会をつなぐ最初の機会とすることにより、乳児家庭の孤立を防ぐこと

を目指す事業です。 

[推計対象年齢] 0歳 

 

室蘭市では、現状に引き続き実施します。 

◎ 実績 

 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

実利用者数 562人 613人 594人 605人 560人 

 

◎ 量の見込み 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

量の見込み 545人 519人 505人 492人 477人 

確保の方策 545人 519人 505人 492人 477人 

 

実施体制 

・実施体制：保健師7人、看護師1人、助産師1人 

      ※必要に応じて実施体制の見直しを検討 

・実施機関：保健福祉部健康推進課 
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⑤ 養育支援訪問事業 
養育支援が特に必要な家庭を訪問して、保護者の育児、家事等の養育能力を向上させるため

の支援（相談支援、育児・家事援助など）を行う事業です。（正式名は「養育支援訪問事業及び

要保護児童対策地域協議会その他の者による要保護児童等に対する支援に資する事業」）。  

[対象者] 要支援児童、特定妊婦、要保護児童（注） 

 

室蘭市では、現状に引き続き実施します。 

◎ 実績 

 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

実利用者数 314人 350人 314人 375人 411人 

 

◎ 量の見込み 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

量の見込み 388人 377人 367人 356人 345人 

確保の方策 388人 377人 367人 356人 345人 

 

実施体制 

【育児支援訪問】 

・実施体制：保健師7人、栄養士1人 

      ※必要に応じて実施体制の見直しを検討 

・実施機関：保健福祉部健康推進課 

【ヘルパー派遣】 

・実施体制：委託契約 

・実施機関：保健福祉部子育て支援課 

 

 

（注） 

※児童福祉法第６条の３の規定により 

・要支援児童：乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援する 

       ことが特に必要と認められる児童 

・特定妊婦 ：出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められ 

       る妊婦 

・要保護児童：保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる 

児童 
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⑥ 子育て短期支援事業（ショートステイ） 
保護者が、疾病・疲労など身体上・精神上・環境上の理由により児童の養育が困難となった

場合等に、児童養護施設などにおいて養育・保護を行う事業です。 

[推計対象年齢] 0～5歳 

[単位] 延べ利用者数（年間） 

 

室蘭市では、現状に引き続き実施します。 

◎ 実績 

 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

延べ利用者数 219人 166人 79人 64人 52人 

実施か所数 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 

 

◎ 量の見込み 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

量の見込み 59人 57人 54人 53人 51人 

確保の方策 730人 730人 730人 730人 730人 

 
 

⑦ 子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 
子育ての手助けがほしい人（依頼会員）、子育てのお手伝いをしたい人（提供会員）、両方を

兼ねる人（両方会員）に会員登録いただき、子育てに関する相互援助活動を行う事業です。 

[推計対象年齢] 0～１１歳 

[単位] 延べ利用者数（年間） 

 

室蘭市では、現在、実施していません。 

今後の需要状況に応じ、計画期間内（平成２７年度～平成３１年度）での実施を検討して

いきます。 

◎ 量の見込み 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

量の見込み 234人 226人 216人 210人 203人 

確保の方策 － － － － － 

 

 

 



 34

⑧ 一時預かり事業 
保護者のパートタイム就労や疾病・出産などにより保育が一時的に困難となった乳児または

幼児について、保育所その他の場所において、一時的に保育預かりを行う事業です。 

[推計対象年齢] 幼稚園在園児は3～5歳、 在園児以外は0～5歳 

[単位] 延べ利用者数（年間） 

 

 ≪幼稚園における在園児対象型（幼稚園の預かり保育事業）≫ 

室蘭市では、現状に引き続き実施します。 

◎ 実績 

 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

延べ利用者数 21,392人 20,926人 21,460人 22,863人 29,243人 

実施か所数 10か所 10か所 10か所 10か所 11か所 

 

◎ 量の見込み 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

量の見込み合計 27,359人 26,747人 25,366人 24,722人 23,655人 

 幼稚園の在園児を 

対象とした一時預かり 

（1号認定見込み） 

27,359人 26,747人 25,366人 24,722人 23,655人 

 幼稚園の在園児を 

対象とした一時預かり 

（2号認定見込み） 

0人 0人 0人 0人 0人 

確保の方策 27,359人 26,747人 25,366人 24,722人 23,655人 

 

 

≪幼稚園における在園児対象型以外（保育所の一時預かり事業）≫ 

室蘭市では、現状に引き続き実施します。 

◎ 実績 

 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

延べ利用者数 2,297人 2,659人 3,312人 3,456人 4,045人 

実施か所数 2か所 2か所 3か所 3か所 3か所 

 

◎ 量の見込み 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

量の見込み 3,742人 3,742人 3,742人 3,742人 3,742人 

確保の方策 4,500人 4,500人 4,500人 4,500人 4,500人 
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⑨ 時間外保育事業 
保護者の就労形態の多様化、長時間の通勤等に伴う延長保育需要に対応するため、通常保育

時間を超えて、最長で19時30分までの保育を実施する事業です。 

[推計対象年齢] 0～5歳 

[単位] 延べ利用者数（年間） 

 

室蘭市では、現状に引き続き実施します。 

◎ 実績 

 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

延べ利用者数 2,487人 3,304人 3,654人 4,121人 3,540人 

実施か所数 10か所 11か所 11か所 11か所 10か所 

 

◎ 量の見込み 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

量の見込み 3,046人 2,946人 2,830人 2,746人 2,648人 

確保の方策 3,046人 2,946人 2,830人 2,746人 2,648人 

 
 
⑩ 病児・病後児保育事業 
病児・病後児保育事業は、病気にかかっている子どもや回復しつつある子どもを病院等の医

療機関や保育施設の付設の専用スペース等で看護師等が一時的に預かる事業です。 

[推計対象年齢] 0～5歳 

[単位] 延べ利用者数（年間） 

 

室蘭市では、現状に引き続き実施します。 

◎ 実績 

 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

延べ利用者数 13人 10人 217人 367人 635人 

実施か所数 1か所 1か所 2か所 3か所 4か所 

 

◎ 量の見込み 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

量の見込み 587人 568人 545人 529人 510人 

確保の方策 587人 568人 545人 529人 510人 
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⑪ 放課後児童健全育成事業（児童クラブ等） 
保護者が就労等により昼間は家庭にいない小学生に、適切な遊びや生活の場を提供し、児童

の健全育成を図る事業です。 

[推計対象年齢] 就学児（6～11歳） 

 

室蘭市では、現状に引き続き実施します。 

≪みなと小学校区≫ 

◎ 実績 

 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

実登録者数 97人 107人 119人 129人 121人 

 
【低学年】 68人 79人 100人 101人 86人 

【高学年】 29人 28人 19人 28人 35人 

 

◎ 量の見込み 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

量の見込み 111人 111人 111人 111人 111人 

 
【低学年】 79人 79人 79人 79人 79人 

【高学年】 32人 32人 32人 32人 32人 

確保の方策 222人 222人 222人 222人 222人 

 

 

≪地球岬小学校区≫ 

◎ 実績 

 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

実登録者数 30人 23人 33人 42人 45人 

 
【低学年】 25人 21人 28人 29人 33人 

【高学年】 5人 2人 5人 13人 12人 

 

◎ 量の見込み 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

量の見込み 41人 41人 41人 41人 41人 

 
【低学年】 30人 30人 30人 30人 30人 

【高学年】 11人 11人 11人 11人 11人 

確保の方策 168人 168人 168人 168人 168人 
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≪天沢小学校区≫ 

◎ 実績 

 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

実登録者数 26人 31人 35人 37人 28人 

 
【低学年】 24人 25人 21人 20人 17人 

【高学年】 2人 6人 14人 17人 11人 

 

◎ 量の見込み 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

量の見込み 26人 26人 26人 26人 26人 

 
【低学年】 16人 16人 16人 16人 16人 

【高学年】 10人 10人 10人 10人 10人 

確保の方策 180人 180人 180人 180人 180人 

※学校適正配置計画に基づき地球岬小学校へ編入統合した際には、地球岬スクール児童館を

利用することとなり、本校区の利用児童数を含めても受け入れ可能と考えています。 

なお、それまでの間は、引き続き、蘭中児童センターで登録児童の預かり事業を実施し、

保護者の仕事と子育ての両立を支援していきます。 

 

 

≪大沢小学校区≫ 

◎ 実績 

 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

実登録者数 39人 34人 28人 35人 43人 

 
【低学年】 30人 28人 16人 20人 28人 

【高学年】 9人 6人 12人 15人 15人 

 

◎ 量の見込み 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

量の見込み 40人 40人 40人 40人 40人 

 
【低学年】 26人 26人 26人 26人 26人 

【高学年】 14人 14人 14人 14人 14人 

確保の方策 141人 141人 141人 141人 141人 
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≪海陽小学校区≫ 

◎ 実績 

 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

実登録者数 113人 114人 108人 98人 95人 

 
【低学年】 101人 107人 89人 79人 80人 

【高学年】 12人 7人 19人 19人 15人 

 

◎ 量の見込み 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

量の見込み 87人 87人 87人 87人 87人 

 
【低学年】 73人 73人 73人 73人 73人 

【高学年】 14人 14人 14人 14人 14人 

確保の方策 88人 88人 88人 88人 88人 

※学校適正配置計画に基づき大沢小学校を編入統合した際に、受け入れ可能人数を超える場

合は、空き教室などの状況を踏まえながら、受け入れ確保に努めていきます。 

 

 

≪高砂小学校区≫ 

◎ 実績 

 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

実登録者数 48人 43人 53人 63人 70人 

 
【低学年】 40人 33人 41人 46人 48人 

【高学年】 8人 10人 12人 17人 22人 

 

◎ 量の見込み 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

量の見込み 64人 64人 64人 64人 64人 

 
【低学年】 44人 44人 44人 44人 44人 

【高学年】 20人 20人 20人 20人 20人 

確保の方策 115人 115人 115人 115人 115人 
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≪水元小学校区≫ 

◎ 実績 

 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

実登録者数 45人 56人 60人 63人 71人 

 
【低学年】 33人 46人 51人 44人 48人 

【高学年】 12人 10人 9人 19人 23人 

 

◎ 量の見込み 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

量の見込み 65人 65人 65人 65人 65人 

 
【低学年】 44人 44人 44人 44人 44人 

【高学年】 21人 21人 21人 21人 21人 

確保の方策 117人 117人 117人 117人 117人 

 

 

≪知利別小学校区≫ 

◎ 実績 

 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

実登録者数 72人 75人 75人 84人 92人 

 
【低学年】 54人 65人 61人 71人 65人 

【高学年】 18人 10人 14人 13人 27人 

 

◎ 量の見込み 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

量の見込み 83人 83人 83人 83人 83人 

 
【低学年】 59人 59人 59人 59人 59人 

【高学年】 24人 24人 24人 24人 24人 

確保の方策 155人 155人 155人 155人 155人 
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≪旭ヶ丘小学校区≫ 

◎ 実績 

 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

実登録者数 83人 76人 72人 80人 94人 

 
【低学年】 59人 54人 43人 57人 55人 

【高学年】 24人 22人 29人 23人 39人 

 

◎ 量の見込み 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

量の見込み 85人 85人 85人 85人 85人 

 
【低学年】 50人 50人 50人 50人 50人 

【高学年】 35人 35人 35人 35人 35人 

確保の方策 205人 205人 205人 205人 205人 

 

 

≪八丁平小学校区≫ 

◎ 実績 

 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

実登録者数 73人 80人 70人 68人 76人 

 
【低学年】 69人 66人 62人 57人 65人 

【高学年】 4人 14人 8人 11人 11人 

 

◎ 量の見込み 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

量の見込み 69人 69人 69人 69人 69人 

 
【低学年】 59人 59人 59人 59人 59人 

【高学年】 10人 10人 10人 10人 10人 

確保の方策 175人 175人 175人 175人 175人 
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≪蘭北小学校区≫ 

◎ 実績 

 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

実登録者数 57人 58人 64人 79人 101人 

 
【低学年】 46人 46人 46人 53人 72人 

【高学年】 11人 12人 18人 26人 29人 

 

◎ 量の見込み 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

量の見込み 92人 92人 92人 92人 92人 

 
【低学年】 66人 66人 66人 66人 66人 

【高学年】 26人 26人 26人 26人 26人 

確保の方策 325人 325人 325人 325人 325人 

※蘭北スクール児童館開設（平成 28年４月開設予定）までは、引き続き、本輪西スクール

児童館のほか、港北児童センターでも登録児童の預かり事業を実施し、保護者の仕事と子

育ての両立を支援していきます。 

 

 

≪陣屋・本室蘭・白鳥台小学校統合校区≫ 

◎ 実績 

 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

実登録者数 74人 63人 73人 63人 59人 

 
【低学年】 56人 53人 61人 47人 42人 

【高学年】 18人 10人 12人 16人 17人 

 

◎ 量の見込み 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

量の見込み 53人 53人 53人 53人 53人 

 
【低学年】 38人 38人 38人 38人 38人 

【高学年】 15人 15人 15人 15人 15人 

確保の方策 154人 154人 154人 154人 154人 

※学校統合に伴うスクール児童館開設（平成 30年４月開設予定）までは、引き続き、本室

蘭スクール児童館及び白鳥台地区児童クラブで実施します。 
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⑫ 実費徴収に係る補足給付を行う事業 
（世帯の所得の状況等に勘案して物品購入に要する費用等の全部 

又は一部を助成する事業） 

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護者が支払うべ

き日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は行事への参加に要

する費用等（実費徴収等）の全部又は一部を助成する事業です。 

 

室蘭市では、今後の国の動向に注視しながら、事業の実施を検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43

３ 教育・保育の一体的提供及び推進体制の確保 

教育・保育の一体的な提供の推進においては、単に幼稚園・保育所の施設的な統廃合や保護者

の就労支援の観点のみならず、教育・保育的な観点、子どもの育ちの観点を大切に考え、子ども

が健やかに育成されるよう教育・保育機能の充実（ソフト的整備）と施設整備（ハード的整備）

を一体的にとらえた環境の整備が重要です。 

幼児期の教育・保育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う極めて重要なものであり、子ども

の最善の利益を第一に考えながら、子どもたちに質の高い教育・保育の提供を行うとともに、保

護者や地域の子育て力の向上に向けた支援を実施するため、幼稚園・保育所等が認定こども園へ

移行する際の受け入れ体制づくりを進めます。 

 

１ 認定こども園の普及 

（１）認定こども園の特徴 

① 就学前の教育・保育を一体として捉え、一貫して提供する。 

② 保護者の就労の有無にかかわらず利用できる。 

③ 保護者の就労状況が変わった場合も継続利用できる。 

④ 0～5歳までの異年齢の子どもたちが一緒に育つ。 

⑤ 園に通っていない子どもの家庭も、子育て相談や親子の交流の場などに参加できる。 

 

（２）幼稚園教育要領及び保育所保育指針との整合性 

○ 幼児期の特性を踏まえた教育を展開するという観点から、国の定める幼保連携型認定こ

ども園教育・保育要領に則り、心身の発達の段階や特性を十分に考慮した教育を展開す

る。 

○ 子どもの最善の利益を保障するという観点から、一人ひとりの存在を受け止め、家庭と

の緊密な連携の下、この時期の子どもにふさわしい生活の場を保障し、援助する保育を

行う。 

〇 幼保連携型認定こども園は、学校と児童福祉施設の両方の位置付けを持つ、質の高い幼

児期の学校教育及び保育を一体的に行う施設である。 

〇 環境を通して行う教育及び保育を基本として、そのねらいや内容等については、健康、

人間関係、環境、言葉、表現の５つの領域から構成する。 

 

（３）小学校教育との円滑な接続 

○ 子どもの発達や学びの連続性を確保する観点から、小学校教育への円滑な接続に向けた

教育及び保育の内容の工夫を図り、創造的な思考や主体的な生活態度などの基礎を培う。 

○ 小学校との連携はもとより他の地域の保育所、幼稚園、認定こども園との連携を図る。 

 

（４）幼保連携型認定こども園として特に配慮すべき事項 

○ 保護者の就労状況等の生活スタイルを反映した在園時間の長短、入園時期や登園日数の
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相違に応じて、一人ひとりの生活の仕方やリズムに配慮した一日の生活の流れを考える。 

〇 満３歳以上の子どもについては、満３歳未満の子どもを含めた異年齢の子どもとかかわ

る活動を、子どもの発達の状況の違いを踏まえつつ設定する。 

 

【配慮すべき事項の詳細】 

① 発達や学びの連続性に関すること 

０歳から小学校就学前までの一貫した教育及び保育においては、子どもの発達の連続

性に考慮し、集団生活の経験の違い等、一人ひとりの特性や課題に応じたきめ細かな対

応を図る。また、小学校教育との円滑な接続に向け、互いの教育及び保育の内容や指導

方法の違いや共通点について理解を深めるように努める。 

 

② 養護に関すること 

家庭と協力しながら、一人ひとりの発育状況や健康状態を把握し、子どもと保育者と

の信頼関係を構築するとともに、子どもにとって心豊かで安定した、快適な生活環境を

実現する。 

 

③ 乳児期の子どもの保育に関すること 

安全で活動しやすい環境を整え、一人ひとりの生活のリズムを重視し、発育・発達が

著しい子どもの様子や日々の保育の状況について保護者に情報提供する。保護者と子ど

もの成長の喜びを共有できるようにする。 

 

④ 満３歳未満の子どもの保育に関すること 

心身の発育・発達が顕著な時期であり、個人差も大きいため、適切な援助を行うとと

もに、基本的な生活習慣の形成に向けて、発達の状況に応じた環境の構成を工夫する。

また、子どもが安心して生活をする場となるよう配慮する。 

 

⑤ 健康及び安全に関すること 

食育を通じた望ましい食習慣の形成に努めるとともに、専門機関等と連携し、適切な

判断に基づく保健的な対応を行う。また、事故の防止や災害等不測の事態に備えた体制

を整えるとともに、家庭や地域と連携・協力し、子どもが発達の状況に応じ安全のため

の行動を身に付けることができるように努める。 

 

⑥ 特別支援教育や障害児保育に関すること 

障がいのある子どもに対して適切な支援を行うとともに、乳幼児期からの育児相談や

教育相談、小学校等への就学相談などを通じて子どもやその保護者に十分な情報提供を

行う。また、障がいのある子どもと障がいのない子どもが日常の生活を通じて、活動を

共にすることができるよう配慮し、認定こども園が障害の有無を問わず、この時期の子

どもに必要な生活体験を提供できるようにする。さらに、保護者を含め関係者が教育的

ニーズや必要な支援について共通理解を深めることにより保護者の障害受容につなげ、
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その後の円滑な支援を図れるようにする。 

 

⑦ 子育ての支援に関すること 

園内体制の整備に配慮し、子育ての喜びを共感する場づくり、悩みや経験を話し交流

する場づくり、子育てのネットワークづくりなど、地域の子育ての拠点としての役割を

果たす。 

 

⑧ 家庭や地域社会との連携に関すること 

様々な子どもとその保護者が営む生活が充実するように、ＰＴＡ活動や保護者会活動、

保育参加などの活動や、高齢者を始め幅広い世代との交流、地域行事への参加の機会な

どを設定し、地域資源を活用して地域全体で子どもの健やかな育ちを支える。 

 

２ 教育・保育施設の質の向上 

質の高い教育・保育及び子育て支援を提供するためには、施設設備等の良質な環境の確保と、

保護者以外に幼稚園教諭、保育士等子どもの育ちを支援する者の専門性や経験が極めて重要で

あり、研修等によりその専門性の向上を図ることが必要です。 

すべての子どもの健やかな育ちを保障していくために、発達段階に応じた質の高い教育・保

育及び子育て支援を提供し、その質の確保・向上のために、改善努力を行います。 

① 職員配置の充実 

② 職員の資質向上に向けた研修等の充実 

 

３ 産休後及び育休後の教育・保育施設の円滑な利用の確保 

保護者が産休・育休明けの保育を希望する場合に、円滑に教育・保育施設を利用できるよう、

休業中の保護者に対して情報提供するとともに、計画的な教育・保育施設等の確保に努めます。 
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１ 計画の進捗管理 

個別事業の進捗状況及び計画全体の成果について点検・評価し、結果に基づく公表及び施

策の改善等につなげていきます。 

 

○ 計画に基づく施策を総合的・計画的に推進し、実効性を確保するため、計画目標をもと

に毎年の進捗状況を庁内で点検するとともに、子ども・子育て会議で協議しながら、事

業の見直しを含め、計画の着実な推進を図ります。 

 

 

○ 子ども・子育て支援事業計画は、室蘭市子ども・子育て会議等で、毎年度点検・評価・公

表します。 

○ 本計画に基づく取り組みや事業の進捗状況を広く公表していくことで、市民への浸透を図

ります。 

○ あらゆる機会で市民意見を把握し、利用者目線での施策・事業の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

① 計画の立案 

② 計画の実施 

⑥ 次期計画の立案 

④ 評価結果公表 
（ホームページ等） 

⑤ 計画の見直し 

③ アウトプット・アウト 
   カムによる点検・評価 

子の保護者などの 

住民意見 等 

第５章 計画の推進にあたって 
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２ 計画の推進体制 

 室蘭市では、子ども・子育て支援施策を総合的かつ計画的に推進するため、全庁を挙げて子ど

も・子育て支援に取り組むとともに、各関係機関や企業、地域などと連携し、協働で子育て支援

を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜市民（市民団体を含む）＞ 

役 割 

○地域での子育て支援活動の推進

○安全・安心な地域づくりへの配慮 

＜地域＞ 

＜事業者（団体を含む）＞ 

役 割 

○質の高い教育・保育の提供 

○豊かな人間性を育む様々な 

活動の提供 

○地域や関係機関との連携に 

よる施設環境の向上 

＜教育・保育施設事業者等＞ 

 

＜子ども及びその保護者＞

連 携 

 

役 割 

○取り組み内容の評価 

○取り組み内容への意見 

 

＜子ども・子育て会議＞ 

室蘭市子ども・子育て支援事業計画 推進体制図 

 

役 割 

○子育て支援策の策定と計 

画的な実施 

○関係機関等との連携と必 

要に応じた支援 

＜市＞ 

 

 

役 割 

○庁内調整 

○事業推進のため 

の協議 

＜子ども・子育て 

支援推進検討会議＞ 

 

連 携 連 携 

支援 

支 援 

支援 

 意見等 

 報 告 
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３ 子育て応援プラン 

（１）実施の背景・目的 

少子高齢化・人口減少が続く中で本市の人口動態を分析したところ、室蘭市の特徴として 20

代から40代の近隣市町を含む市外への転出超過が続いている実態が明らかになりました。また、

子育て支援に関する行政からの情報が不足しているという声が多く聞かれたことから、この問題

に早急に対応するため、子育て世代向けに特化した施策を「子育て応援プラン」として取りまと

め、平成26年度から実施しています。 

「子育て応援プラン」は、マイホームの取得支援や、施設の利便性の向上を図るなどの特色の

ある様々な子育て支援策をとおして、室蘭市の子育て環境の充実を図るとともに、子育て世代の

定住化につなげることを目的としています。 

 

（２）「子育て応援プラン2014」の主な内容 

〇 子どもの歯科衛生推進事業 

幼稚園、保育所でのフッ化物洗口の実施 

〇 女性のための復職・起業支援事業 

〇 子育て情報誌作成事業 

   子育て応援ガイドブック・フリーペーパーの発行 

〇 放課後児童対策事業 

   児童クラブ・スクール児童館の開設時間延長 

〇 子育て世代持家住宅促進助成金 

   固定資産税及び都市計画税の３年間半額助成  

〇 空き家バンク活用推進事業費補助金 

   空き家バンク登録物件の購入者に対するリフォームや解体工事費の補助 

〇 市営住宅抽選時の子育て世帯優遇 

   抽選回数の増加による優遇 

〇 つどいの広場「サンキッズ」の開設日拡充 

   従来の月・水・金曜日に加え、第２・４土曜日も開設 

 

（３）子ども・子育て支援事業計画との関連性 

子ども・子育て支援事業計画は、５年間を計画期間とする中長期的な視点が求められる法定

の計画で、子育て支援施策の方向性や目標を総合的に定めたものです。 

一方、「子育て応援プラン」は、求められる直近の市民ニーズに対し機動的に対応できるよう、

他の子育て支援計画の理念や目標、内容に沿ったもののうち、さらなる利便性の向上やサービ

スの拡充について、年度ごとに見直しや検討を加えながら、展開していく室蘭市独自の施策と

なります。 
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（４）「子育て応援プラン」の推進体制 

「子育て応援プラン」は、年度ごとに見直しや検討を加えながら展開していくことになりま

す。事業の実施に関しては、地域や教育保育施設等との連携や庁内体制の整備、子ども・子育

て支援事業計画等との整合性を図ることなどが必要なため、子ども・子育て支援事業計画の推

進体制の中で事業に取り組むとともに、実績について評価・点検を受ける仕組みとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

室 蘭 市 民 憲 章 

 

わたしたちは、白鳥湾の美しい自然のなかで、たくましく発展している港湾と商工業のま

ち、室蘭の市民です。 

わたしたちは、このまちを愛し、市民であることに、誇りと、責任をもち、さらに、豊か

な未来をめざし、ここに、市民憲章を定めます。 

 

１ 健康で働き、明るく楽しい家庭をつくります。 

１ 老人をうやまい、子どもの夢をはぐくみ、あたたかい心の 

かようまちをつくります。 

１ 自然を愛し、環境をととのえ、緑豊かなまちをつくります。 

１ のびゆく港と、産業を育て、未来を開く希望のまちをつくります。 

１ きまりを守り、教養を深め、文化のかおりあふれるまちをつくります。 

（昭和４７年８月１日制定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 室蘭市いきいき明るい福祉都市宣言 ～ 

わたくしたちは、心身ともに健康でやすらぎのある生活をおくれるまちが願いです。 

市民一人ひとりは、すすんで自らの健康を保ち、明るくうるおいのある家庭をつくり、

互いに尊重し思いやりのある心をもち積極的に社会参加をし、ふれあいとあたたかい地

域社会をめざして、だれもが安心して暮らせる生きがいのあるまちづくりにつとめます。 

ここに、室蘭市を「いきいき明るい福祉都市」とすることを宣言します。 

（平成６年３月３１日制定） 
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